
(1)　

中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る

　

軽
減
税
率
の
特
例
15
％
を
時

　

限
措
置
で
は
な
く
、
本
則
化

　

す
る
。

　
　

ま
た
、
昭
和
56
年
以
来
、

　

８
０
０
万
円
以
下
に
据
え
置

　

か
れ
て
い
る
軽
減
税
率
の
適

　

用
所
得
金
額
を
、
少
な
く
と

　

も
１
，
６
０
０
万
円
程
度
に

　

引
き
上
げ
る
。

㸦�㸧　

中
小
企
業
の
技
術
革
新
な

　

ど
経
済
活
性
化
に
資
す
る
措

　

置
は
、
以
下
の
と
お
り
制
度

　

を
拡
充
し
、
本
則
化
す
べ
き

　

で
あ
る
。

　
　

な
お
、
少
額
減
価
償
却
資

　

産
の
取
得
価
額
の
損
金
算
入

　

の
特
例
措
置
の
適
用
期
限
が

　

平
成
��
年
３
月
末
ま
で
と
な

　

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
直
ち

　

に
本
則
化
す
る
こ
と
が
困
難

　

な
場
合
は
、
適
用
期
限
を
延

　

長
す
る
。

　

①　

中
小
企
業
投
資
促
進
税

　
　

制
に
つ
い
て
は
、
対
象
設

　
　

備
を
拡
充
し
た
う
え
、
「
中

　
　

古
設
備
」
を
含
め
る
。　

　

②　

少
額
減
価
償
却
資
産
の

　
　

取
得
価
額
の
損
金
算
入
の

　
　

特
例
に
つ
い
て
は
、
損
金

　
　

算
入
額
の
上
限
（
合
計
３

　
　

０
０
万
円
）
を
撤
廃
す
る
。

３
．
事
業
承
継
税
制
の
拡
充　

　

我
が
国
企
業
の
大
半
を
占
め

る
中
小
企
業
は
、
地
域
経
済
の

活
性
化
や
雇
用
の
確
保
な
ど
に

大
き
く
貢
献
し
て
お
り
、
経
済

社
会
を
支
え
る
基
盤
と
も
い
え

る
存
在
で
あ
る
。

　

そ
の
中
小
企
業
が
相
続
税
の

負
担
等
に
よ
り
事
業
が
継
承
で

き
な
く
な
れ
ば
、
我
が
国
経
済

社
会
の
根
幹
が
揺
ら
ぐ
こ
と
に

な
る
。

(1)　

相
続
税
、
贈
与
税
の
納
税

　

猶
予
制
度
に
つ
い
て
要
件
緩

　

和
と
充
実

　

①　

株
式
総
数
上
限
（
３
分

　
　

の
２
）
の
撤
廃
と
相
続
税

　
　

の
納
税
猶
予
割
合
（
��
％
）

　
　

を
���
％
に
引
き
上
げ
る
。

　

②　

死
亡
時
ま
で
株
式
を
所

　
　

有
し
な
い
と
猶
予
税
額
が

　
　

免
除
さ
れ
な
い
制
度
を
、

　
　

５
年
経
過
時
点
で
免
除
す

　
　

る
制
度
に
改
め
る
。

　

③　

対
象
会
社
規
模
を
拡
大

　
　

す
る
。

���　

親
族
外
へ
の
事
業
承
継
に

　

対
す
る
措
置
の
充
実

(3)　

事
業
用
資
産
を
一
般
資
産

　

と
切
り
離
し
た
本
格
的
な
事

　

業
承
継
税
制
の
創
設

の
利
便
性
を
高
め
る
た
め
に
も
、

ｅ
ー
Ｔ
ａ
ｘ
や
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
を

利
用
し
た
場
合
の
申
告
納
税
手

続
き
の
簡
素
化
や
各
種
手
当
等

の
申
請
手
続
き
の
簡
略
化
を
図

る
べ
き
で
あ
る
。

　

同
時
に
、
シ
ス
テ
ム
構
築
面

な
ど
で
行
政
側
の
コ
ス
ト
意
識

の
徹
底
も
求
め
て
お
き
た
い
。

６
．
今
後
の
税
制
改
革
の
あ
り

　
　

方

　

今
後
の
税
制
改
革
に
当
た
っ

１
．
法
人
実
効
税
率
20
％
台
の

　
　

早
期
実
現

　

ア
ジ
ア
や
欧
州
各
国
と
の
税

率
格
差
は
依
然
と
し
て
残
っ
て

い
る
う
え
、
社
会
保
険
料
を
含

め
た
企
業
負
担
は
年
々
高
ま
っ

て
お
り
、
国
際
競
争
力
や
外
国

資
本
の
対
日
投
資
面
な
ど
で
懸

念
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
法
人

の
税
負
担
は
地
方
税
を
含
め
て

軽
減
す
る
必
要
が
あ
り
、
「
��

％
台
」
は
早
期
に
実
現
す
べ
き

で
あ
る
。

　

税
率
引
き
下
げ
の
代
替
財
源

に
つ
い
て
は
、
財
政
健
全
化
目

標
と
の
関
係
な
ど
も
踏
ま
え
れ

　

も
の
と
考
え
る
の
で
、
導
入

　

の
必
要
は
な
い
。

���　

低
所
得
者
対
策
は
現
行
の

　

「
簡
素
な
給
付
措
置
」
の
見

　

直
し
で
対
応
す
る
の
が
適
当

　

で
あ
る
。

(3)　

現
在
施
行
さ
れ
て
い
る
「
消

　

費
税
転
嫁
対
策
特
別
措
置
法
」

　

の
効
果
等
を
検
証
し
、
中
小
企

　

業
が
適
正
に
価
格
転
嫁
で
き

　

る
よ
う
、
さ
ら
に
実
効
性
の

　

高
い
対
策
を
と
る
べ
き
で
あ

　

る
。

(4)　

消
費
税
の
滞
納
防
止
は
税

　

率
の
引
き
上
げ
に
伴
っ
て
よ

　

り
重
要
な
課
題
と
な
る
。

　
　

消
費
税
の
制
度
、
執
行
面

　

に
お
い
て
さ
ら
な
る
対
策
を

　

講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

５
．
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ

　
　

い
て

　

国
は
、
制
度
の
仕
組
み
な
ど

に
つ
い
て
周
知
に
努
め
、
定
着

に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
く
必

要
が
あ
る
。

　

ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
運
用

に
当
た
っ
て
は
、
個
人
情
報
の

漏
洩
、
第
三
者
の
悪
用
を
防
ぐ

た
め
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
が

十
分
に
担
保
さ
れ
る
措
置
を
講

じ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
よ
る
国
民

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(1)　

国
･
地
方
に
お
け
る
議
員

　

定
数
の
大
胆
な
削
減
､
歳
費

　

の
抑
制
。　
　
　

���　

厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま

　

え
、
国
・
地
方
公
務
員
の
人

　

員
削
減
と
、
能
力
を
重
視
し

　

た
賃
金
体
系
に
よ
る
人
件
費

　

の
抑
制
。

(3)　

特
別
会
計
と
独
立
行
政
法

　

人
の
無
駄
の
削
減
。

(4)　

積
極
的
な
民
間
活
力
導
入

　

を
行
い
成
長
に
つ
な
げ
る
。

４
．
消
費
税
引
き
上
げ
に
伴
う

　
　

対
応
措
置

　

消
費
税
率
��
％
へ
の
引
き
上

　

げ
に
当
た
っ
て
は
、
行
政
改

　

革
の
徹
底
、
歳
出
の
見
直
し

　

に
本
腰
を
入
れ
る
だ
け
で
な

　

く
、
景
気
動
向
も
十
分
注
視

　

す
る
必
要
が
あ
る
。

(1)　

軽
減
税
率
は
事
業
者
の
事

　

務
負
担
、
税
制
の
簡
素
化
、

　

税
務
執
行
コ
ス
ト
お
よ
び
税

　

収
確
保
な
ど
の
観
点
か
ら
問

　

題
が
多
く
、
当
面
（
税
率
��

　

％
程
度
ま
で
は
）
は
単
一
税

　

率
が
望
ま
し
い
。

　
　

ま
た
、
イ
ン
ボ
イ
ス
に
つ

　

い
て
は
、
単
一
税
率
で
あ
れ

　

ば
現
行
の
「
請
求
書
等
保
存

　

方
式
」
で
十
分
対
応
で
き
る

　
　

歳
入
で
は
安
易
に
税
の
自

　

然
増
収
を
前
提
と
す
る
こ
と

　

な
く
、
ま
た
歳
出
は
聖
域
を

　

設
け
ず
具
体
的
削
減
の
方
策

　

と
工
程
表
を
明
示
し
着
実
に

　

実
行
す
べ
き
で
あ
る
。

���　

消
費
税
率
��
％
へ
の
引
き

　

上
げ
に
当
た
っ
て
は
、
経
済

　

へ
の
負
荷
を
和
ら
げ
る
財
政

　

措
置
も
必
要
で
あ
る
が
、
そ

１
．
財
政
健
全
化
に
向
け
て

　

財
政
健
全
化
目
標
を
達
成
す

る
に
は
、
厳
し
い
財
政
規
律
の

下
で
歳
出
・
歳
入
両
面
か
ら
よ

り
堅
実
な
数
値
目
標
を
設
定
し

て
地
道
に
取
り
組
む
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。

(1)　

財
政
健
全
化
は
歳
出
、
歳

　

入
の
一
体
的
改
革
に
よ
っ
て

　

進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

た
め
に
診
療
報
酬
（
本
体
）
体   

　

系
を
見
直
す
と
と
も
に
、
ジ 

 
 

ェ
ネ
リ
ッ
ク
の
普
及
率
��
％ 

 

 
 

以
上
を
早
期
に
達
成
す
る
。

(3)　

介
護
保
険
に
つ
い
て
は
、

　

制
度
の
持
続
性
を
高
め
る
た

　

め
に
真
に
介
護
が
必
要
な
者

　

と
そ
う
で
な
い
者
に
メ
リ
ハ

　

リ
を
つ
け
、
給
付
の
あ
り
方

　

を
見
直
す
。

(4)　

生
活
保
護
に
つ
い
て
は
、

　

給
付
水
準
の
あ
り
方
な
ど
を

　

見
直
す
と
と
も
に
、
不
正
受

　

給
の
防
止
な
ど
、
さ
ら
な
る

　

厳
格
な
運
用
が
不
可
欠
で
あ

　

る
。

(5)　

少
子
化
対
策
で
は
、
現
金

　

給
付
よ
り
保
育
所
の
整
備
な

　

ど
現
物
給
付
に
重
点
を
置
い

　

た
方
が
効
果
的
で
あ
る
。

(6)　

企
業
の
過
度
な
保
険
料
負

　

担
を
抑
え
、
経
済
成
長
を
阻

　

害
し
な
い
よ
う
な
、
社
会
保

　

障
制
度
の
確
立
が
求
め
ら
れ

　

る
。

３
．
行
政
改
革
の
徹
底

　

消
費
税
引
き
上
げ
は
国
民
に

痛
み
を
求
め
る
こ
と
に
変
わ
り

は
な
く
、
そ
の
理
解
を
得
る
に

は
地
方
を
含
め
た
政
府
・
議
会

が
「
ま
ず
隗
よ
り
始
め
よ
」
の

精
神
に
基
づ
き
自
ら
身
を
削
ら

て
は
、
①
経
済
の
持
続
的
成
長

と
雇
用
の
創
出
、
②
少
子
高
齢

化
や
人
口
減
少
社
会
の
急
進
展
、

③
グ
ロ
ー
バ
ル
競
争
と
そ
れ
が

も
た
ら
す
所
得
格
差
な
ど
経
済

社
会
の
大
き
な
構
造
変
化
、
④

国
際
間
の
経
済
取
引
の
増
大
や

多
様
化
、
諸
外
国
の
租
税
政
策

等
と
の
国
際
的
整
合
性
―
―
な

ど
に
ど
う
対
応
す
る
か
と
い
う

視
点
等
を
踏
ま
え
、
税
制
全
体

を
抜
本
的
に
見
直
し
て
い
く
こ

と
が
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

ば
、
引
き
続
き
恒
久
財
源
の
確

保
を
原
則
と
す
べ
き
で
、
具
体

的
財
源
は
税
制
全
般
の
改
革
の

中
で
検
討
さ
れ
る
の
が
望
ま
し

い
。

(1)　

我
が
国
の
立
地
条
件
や
国

　

際
競
争
力
強
化
な
ど
の
観
点

　

か
ら
、
早
期
に
欧
州
、
ア
ジ

　

ア
主
要
国
並
み
の
��
％
台
の

　

法
人
実
効
税
率
を
実
現
す
る
。

���　

代
替
財
源
と
し
て
課
税
ベ

　

ー
ス
を
拡
大
す
る
に
当
た
っ

　

て
は
、
中
小
企
業
に
十
分
配

　

慮
す
べ
き
で
あ
る
。

２
．
中
小
企
業
の
活
性
化
に
資

　
　

す
る
税
制
措
置

Ⅰ
．
税
・
財
政
改
革
の
あ
り
方

Ⅰ
．
税
・
財
政
改
革
の
あ
り
方

　

れ
が
財
政
健
全
化
の
阻
害
要

　

因
と
な
ら
な
い
よ
う
十
分
注

　

意
す
べ
き
で
あ
る
。

㸦�㸧　

国
債
の
信
認
が
揺
ら
い
だ

　

場
合
、
金
利
の
急
上
昇
な
ど

　

金
融
資
本
市
場
に
多
大
な
影

　

響
を
与
え
、
成
長
を
も
左
右

　

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

市
場
の
動
向
を
踏
ま
え
た

　

細
心
の
財
政
運
営
が
求
め
ら

　

れ
る
。

２
．
社
会
保
障
制
度
に
対
す
る

　
　

基
本
的
考
え
方

　

持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度

を
構
築
す
る
に
は
、
適
正
な

「
負
担
」
を
確
保
す
る
と
と
も

に
「
給
付
」
を
「
重
点
化
・
効

率
化
」
に
よ
っ
て
可
能
な
限
り

抑
制
す
る
こ
と
で
あ
る
。

(1)　

年
金
に
つ
い
て
は
、
「
マ

　

ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
厳
格

　

対
応
」
、
「
支
給
開
始
年
齢

　

の
引
き
上
げ
」
、
「
高
所
得

　

高
齢
者
の
基
礎
年
金
国
庫
負

　

担
相
当
分
の
年
金
給
付
削
減
」

　

等
、
抜
本
的
な
施
策
を
実
施

　

す
る
。

���　

医
療
に
つ
い
て
は
、
成
長

　

分
野
と
位
置
付
け
、
大
胆
な

　

規
制
改
革
を
行
う
必
要
が
あ

　

る
。

　
　

給
付
の
急
増
を
抑
制
す
る

Ⅱ
．
経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策

Ⅱ
．
経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策

平
成
28
年
度
税
制
改
正
提
言

中
小
企
業
の
力
強
い
成
長
な
く
し
て

中
小
企
業
の
力
強
い
成
長
な
く
し
て

真
の
経
済
再
生
な
し
！

真
の
経
済
再
生
な
し
！
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